
 

地方交付税の総額の確保に関する提言 
 

 地方交付税は地方の固有・共有の財源であり、地方自治体の財政需要に対応

した交付税総額が確保されなければならない。 

 よって、国は、安定的な地方財政運営が図られるよう、次の事項について積

極的かつ適切な措置を講じられたい。 

 

１．新型コロナウイルス感染症の長期化、現下の物価高騰等に伴い、住民生活

や経済活動への甚大な影響が継続し、地方税財政を取り巻く環境は、引き続

き、不透明な状況となっていることから、地方創生への積極的な取組をはじ

め、医療・介護等の社会保障、デジタル化、脱炭素化の推進、施設の老朽化

や防災・減災対策を含めた社会資本整備など、都市自治体の行政運営に必要

な財政需要については、単独事業を含め的確に地方財政計画に反映させ、地

方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保すること。 

  また、地方交付税については、引き続き、財源調整・財源保障の両機能を

強化するとともに、その総額を確保すること。 

 

２．恒常的な地方交付税の財源不足については、臨時財政対策債によることな

く、地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革を行うとともに、地

方の固有財源である「地方交付税」を特会直入とする「地方共有税」に変更

すること。 

 

３．基準財政需要額は、地方公共団体の標準的な水準における行政を行うため

に必要となる経費を反映するものであることから、その算定に当たっては、

地方単独事業を含めた社会保障経費の増嵩をはじめ、各都市自治体の実態を

より的確に反映したものとなるよう、算定の充実を図ること。 

  また、地方財政計画で計上された経費が、個別の都市自治体にどのように

算定されたのか、算出の考え方を分かりやすくかつ明確にすること。 

 

４．特別交付税の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響にかん

がみ、個別都市自治体の財政需要や財政収入をきめ細かに聴取し、的確に反

映すること。 



 

５．マイナンバーカード交付率に応じた交付税算定への検討に当たっては、交

付税における財源保障機能を十分に踏まえたうえで、地域のデジタル化に必

要となる財政需要を的確に算定に反映する観点から、必要な財政需要を適切

に措置するなど、十分に地方の意見を聞きつつ、地域の実情に即した適切な

財政措置とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




